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(57)【要約】
【課題】構造が簡単で組み立て作業が容易で、耐震性能
が高く、確実に放射線遮蔽が可能な放射線遮蔽壁を構築
することが可能なコンクリートと一体化する放射線遮蔽
壁構築用型枠とそれを用いた放射線遮蔽壁構築工法を提
供することを目的とする。
【解決手段】縦方向及び横方向に複数連設し、一定間隔
をおいて向い合せに縦方向及び横方向に複数連設して放
射線遮蔽壁を構築する空間を形成する放射線遮蔽壁構築
用型枠において、矩形の平板部の両側端に前記平板部に
対して直角に伸びる側壁部を形成した水平切断面がコ字
形の型枠本体と、前記型枠本体の上下に内側に水平に伸
びるように形成される上下フランジ部と、前記上下フラ
ンジ部間に形成される垂直部と、前記上下フランジ部の
前端から垂直に上下又はいずれか一方に伸びる複数の上
下位置決め用爪部材と、前記垂直部の側端から水平に左
右またはいずれか一方に伸びる複数の左右位置決め用爪
部材と、前記平板部の内側面に配置される放射線遮蔽材
と、を備えることを特徴とする
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及び横方向に複数連設し、一定間隔をおいて向い合せに縦方向及び横方向に複数
連設して放射線遮蔽壁を構築する空間を形成する放射線遮蔽壁構築用型枠において、矩形
の平板部の両側端に前記平板部に対して直角に伸びる側壁部を形成した水平切断面がコ字
形の型枠本体と、前記型枠本体の上下に内側に水平に伸びるように形成される上下フラン
ジ部と、前記上下フランジ部間に形成される垂直部と、前記上下フランジ部の前端から垂
直に上下又はいずれか一方に伸びる複数の上下位置決め用爪部材と、前記垂直部の側端か
ら水平に左右またはいずれか一方に伸びる複数の左右位置決め用爪部材と、前記平板部の
内側面に配置される放射線遮蔽材と、を備えることを特徴とする放射線遮蔽壁構築用型枠
。
【請求項２】
　前記放射線遮蔽材の上に断熱材を配置することを特徴とする請求項１に記載の放射線遮
蔽壁構築用型枠。
【請求項３】
　前記上下フランジ部に縦鉄筋を挿通する縦鉄筋用孔を複数形成し、前記側壁部に横鉄筋
を挿通する横鉄筋用孔を複数形成し、前記垂直部に幅方向の鉄筋を挿通する幅鉄筋用孔を
複数形成することを特徴とする請求項１又は２に記載の放射線遮蔽壁構築用型枠。
【請求項４】
　縦鉄筋、横鉄筋及び幅鉄筋を螺旋鉄筋とし、縦方向に連設される複数の放射線遮蔽壁構
築用型枠の一番下と一番上に位置する縦鉄筋用孔の周囲及び横方向に連設される複数の放
射線遮蔽壁構築用型枠の右端と左端に位置する横鉄筋用孔の周囲に螺旋鉄筋と螺着するナ
ットを収容する凹部を形成することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載
の放射線遮蔽壁構築用型枠。
【請求項５】
　一方の側に請求項１ないし請求項４のいずれかの放射線遮蔽壁構築用型枠を縦方向及び
横方向に複数連設し、一定間隔をおいて他方の側に向かい合わせて放射線遮蔽壁構築用型
枠を縦方向及び横方向に複数連設して放射線遮蔽壁構築用空間を形成し、幅鉄筋用孔、縦
鉄筋用孔および横鉄筋用孔に幅鉄筋、縦鉄筋および横幅鉄筋を挿通し、各鉄筋の両端にナ
ットを螺着して連設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠を固定し、放射線遮蔽壁構築用空
間にコンクリートを打設して固化させて、連設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠とコン
クリートを一体化することを特徴とする放射線遮蔽壁構築工法。
【請求項６】
　連設した放射線遮蔽壁構築用型枠の平板部の外側に繊維シートを張り付けることを特徴
とする請求項５に記載の放射線遮蔽壁構築工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、病院のレントゲン室や低濃度放射物汚染物質を保管する保管室の放射線遮蔽
壁等の構築に用いる放射線遮蔽壁構築用型枠およびそれを用いた放射線遮蔽壁構築工法に
関する。
【０００２】
　従来、放射線遮蔽壁を構築するため、開口部に型枠を設置し、放射線遮蔽材を混入した
コンクリートを打設して固化させた後、型枠を除去する工法や、鋼板で補強された放射線
遮蔽ボードを鋼板で補強したものを積層し、これらを組み立てて構築する工法等が提案さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１３３６３９号公報
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【特許文献２】特開２００７－２７１２９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の放射線遮蔽壁構築は、型枠組立て作業に時間を要し、壁厚を厚く
しない十分な放射線遮蔽ができないという問題と、耐震性能が十分でないという問題を有
していた。
【０００５】
　本発明は、従来技術のもつ課題を解決する、構造が簡単で組み立て作業が容易で、耐震
性能が高く、確実に放射線遮蔽が可能な放射線遮蔽壁を構築することが可能なコンクリー
トと一体化する放射線遮蔽壁構築用型枠とそれを用いた放射線遮蔽壁構築工法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の放射線遮蔽壁構築用型枠は、前記課題を解決するために、縦方向及び横方向に
複数連設し、一定間隔をおいて向かい合うように縦方向及び横方向に複数連設して放射線
遮蔽壁を構築する空間を形成する放射線遮蔽壁構築用型枠において、平板部の両端部に前
記平板部に対して直角に伸びる側壁部を形成した水平切断面がコ字形の型枠本体と、前記
型枠本体の上下に内側に水平に伸びるように形成される上下フランジ部と、前記上下フラ
ンジ部間に形成される垂直部と、前記上下フランジ部の前端から垂直に上下又はいずれか
一方に伸びる複数の上下位置決め用爪部材と、前記垂直部の側端から水平に左右またはい
ずれか一方に伸びる複数の左右位置決め用爪部材と、前記平板部の内側面に配置される放
射線遮蔽材と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の放射線遮蔽壁構築用型枠は、前記放射線遮蔽材の上に断熱材を配置する
ことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の放射線遮蔽壁構築用型枠は、前記上下フランジ部に縦鉄筋を挿通する縦
鉄筋用孔を複数形成し、前記側壁部に横鉄筋を挿通する横鉄筋用孔を複数形成し、前記垂
直部に幅方向の鉄筋を挿通する幅鉄筋用孔を複数形成することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の放射線遮蔽壁構築用型枠は、縦鉄筋、横鉄筋及び幅鉄筋を螺旋鉄筋とし
、縦方向に連設される複数の放射線遮蔽壁構築用型枠の一番下と一番上に位置する縦鉄筋
用孔の周囲及び横方向に連設される複数の放射線遮蔽壁構築用型枠の右端と左端に位置す
る横鉄筋用孔の周囲に螺旋鉄筋と螺着するナットを収容する凹部を形成することを特徴と
する。
【００１０】
　また、本発明の放射線遮蔽壁構築工法は、一方の側に請求項１ないし請求項４のいずれ
かの放射線遮蔽壁構築用型枠を縦方向及び横方向に複数連設し、一定間隔をおいてする他
方の側に向かい合わせて放射線遮蔽壁構築用型枠を縦方向及び横方向に複数連設して放射
線遮蔽壁構築用空間を形成し、幅鉄筋用孔、縦鉄筋用孔および横鉄筋用孔に幅鉄筋、縦鉄
筋および幅鉄筋を挿通し、各鉄筋の両端にナットを螺着して連設した複数の放射線遮蔽壁
構築用型枠を固定し、放射線遮蔽壁構築用空間にコンクリートを打設して固化させて、連
設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠とコンクリートを一体化することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の放射線遮蔽壁構築工法は、連設した放射線遮蔽壁構築用型枠の平板部の
外側表面に繊維シートを張り付けることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　縦方向及び横方向に複数連設し、一定間隔をおいて向かい合うように縦方向及び横方向
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に複数連設して放射線遮蔽壁を構築する空間を形成する放射線遮蔽壁構築用型枠において
、平板部の両端部に前記平板部に対して直角に伸びる側壁部を形成した水平切断面がコ字
形の型枠本体と、前記型枠本体の上下に内側に水平に伸びるように形成される上下フラン
ジ部と、前記上下フランジ部間に形成される垂直部と、前記上下フランジ部の前端から垂
直に上下又はいずれか一方に伸びる複数の上下位置決め用爪部材と、前記垂直部の側端か
ら水平に左右またはいずれか一方に伸びる複数の左右位置決め用爪部材と、前記平板部の
内側面に配置される放射線遮蔽材と、を備えることで、組立て作業が容易で、コンクリー
トと一体化して放射線遮蔽性能の高い放射線遮蔽壁を構築することが可能となる。
　放射線遮蔽材の上に断熱材を配置することで、型枠内にコンクリートを打設する際、放
射線遮蔽材の破損を防止し、構築された放射線遮蔽壁表面の温度差による結露を防止する
ことが可能となる。
　上下フランジ部に縦鉄筋を挿通する縦鉄筋用孔を複数形成し、前記側壁部に横鉄筋を挿
通する横鉄筋用孔を複数形成し、前記垂直部に幅方向の鉄筋を挿通する幅鉄筋用孔を複数
形成することで、連設された複数の放射線型枠を固定することができ、コンクリート一体
化して耐震性能の高い放射線遮蔽壁を構築することが可能となる。
　縦鉄筋、横鉄筋及び幅鉄筋を螺旋鉄筋とし、縦方向に連設される複数の放射線遮蔽壁構
築用型枠の一番下と一番上に位置する縦鉄筋用孔の周囲及び横方向に連設される複数の放
射線遮蔽壁構築用型枠の右端と左端に位置する横鉄筋用孔の周囲に螺旋鉄筋と螺着するナ
ットを収容する凹部を形成することで、連設した放射線遮蔽壁構築用型枠の上下、左右の
表面に突出物が存在しないようにすることが可能となる。
　一方の側に請求項１ないし請求項４のいずれかの放射線遮蔽壁構築用型枠を縦方向及び
横方向に複数連設し、一定間隔をおいてする他方の側に向かい合わせて放射線遮蔽壁構築
用型枠を縦方向及び横方向に複数連設して放射線遮蔽壁構築用空間を形成し、幅鉄筋用孔
、縦鉄筋用孔および横鉄筋用孔に幅鉄筋、縦鉄筋および幅鉄筋を挿通し、各鉄筋の両端に
ナットを螺着して連設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠を固定し、放射線遮蔽壁構築用
空間にコンクリートを打設して固化させて、連設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠とコ
ンクリートを一体化することで、連設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠を固定し、打設
したコンクリートと一体化し、放射線遮蔽性能及び耐震性能の高い放射線遮蔽壁を短い作
業時間で構築することが可能となる。
　連設した放射線遮蔽壁構築用型枠の平板部の外側表面に繊維シートを張り付けることで
、放射線遮蔽壁表面の美観を向上させると共に放射線遮蔽壁の強度を向上させることが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態を示す図である。
【図２】本発明の実施形態を示す図である。
【図３】本発明の実施形態を示す図である。
【図４】本発明の実施形態を示す図である。
【図５】本発明の実施形態を示す図である。
【図６】本発明の実施形態を示す図である。
【図７】本発明の実施形態を示す図である。
【図８】本発明の実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態を図により説明する。図１は、本発明の放射線遮蔽壁構築用型枠１の
斜視図、図２は、上面図、図３は正面図、図４は、図３の切断面図である。
【００１５】
　放射線遮蔽壁構築用型枠１は、矩形の平板部２の両側端から直角に伸びる左側壁部３と
右側壁部４を有する水平切断面がコ字形の型枠本体を有する。型枠本体の上下に内側に水
平に伸びる上フランジ部５と下フランジ部６が形成される。左側壁部３の先端部と上下フ
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ランジ部５、６とが接する部分に左垂直部７が形成され、右側壁部４と上下フランジ部５
，６とが接する部分に右垂直部８が形成される。
【００１６】
　上フランジ部５の先端に垂直に上方に伸びる上位置決め用爪部材９が複数固定される。
下フランジ部６の先端に垂直に下方に伸びる下位置決め用爪部材１０が複数固定される。
上位置決め爪部材９と下位置決め用爪部材１０は縦方向に連設する際互いが干渉しない位
置に固定される。また、複数の放射線遮蔽壁構築用型枠１を縦方向に連設する場合、一番
下に位置する放射線遮蔽壁構築用型枠１の下フランジ部６には下位置決め用爪部材１０を
配置せず、一番上に位置する放射線遮蔽壁構築用型枠１の上フランジ部５には上位置決め
用爪部材９を配置しない。
【００１７】
　左垂直部７の側端に水平に横方向に伸びる左位置決め爪部材１１が複数固定される。右
垂直部８の側端に水平に横方向に伸びる右位置決め爪部材１２が固定される。左位置決め
爪部材１１と右位置決め爪部材１２は横方向に連設する際互いが干渉しない位置に固定さ
れる。また、放射線遮蔽壁構築用型枠１を横方向い連設する場合、左端に位置する放射線
遮蔽壁型枠構築用型枠１の左垂直部７には左位置決め爪部材１１を配置せず、右端に位置
する放射線遮蔽壁型枠構築用型枠１の右垂直部８には右位置決め爪部材１２を配置しない
。
【００１８】
　上下フランジ部５、６には、平板部２に平行に縦鉄筋用孔１３が複数形成される。左右
側壁部３、４には、横鉄筋用孔１４が縦方向に複数形成される。縦鉄筋用孔１３と横鉄筋
用孔１４は、縦鉄筋と横鉄筋が互いに干渉しない位置に形成される。左垂直部７と右垂直
部８に幅鉄筋用孔１５が縦方向に複数形成される。
【００１９】
　図４に示されるように、型枠本体の平板部２の内側に放射線遮蔽材１６を配置する。放
射線遮蔽材１６としては、鉛板や無鉛ボード等である。無鉛ボードは、硫酸バリウムを石
膏と混合し、ガラス繊維で補強した硫酸バリウム混合石膏ボードを素材として形成されて
おり、放射線遮蔽の効果が高く軽量であるのが特徴である。
【００２０】
　放射線遮蔽材１６の上には断熱材１７を配置する。断熱材１７としては発泡スチロール
等である。断熱材１７は、型枠内にコンクリート打設の際、放射線遮蔽材１６がコンクリ
ート打設により破損するのを防止すると共に、構築された放射線遮蔽壁表面の温度の変化
による結露を防止する機能を有する。
【００２１】
　放射線遮蔽壁構築用型枠１を用いた放射線遮蔽壁構築工法について図５、図６、図７、
図８により説明する。
【００２２】
　先ず、一方の側の放射線遮蔽型枠１と他方側に向き合うように配置した放射線遮蔽型枠
１との左垂直部７、右垂直部８に形成した複数の幅鉄筋用孔１５に螺旋鉄筋からなる幅鉄
筋１８を挿入し、左垂直部７、右垂直部８の表裏にナット２１、２１を螺着し、放射線遮
蔽壁構築用型枠１，１間の間隔を設計された放射線遮蔽壁の厚みになるように保持する。
【００２３】
　図５に示す実施形態では、幅鉄筋１８により間隔が保持された１対の放射線遮蔽壁構築
用型枠１を、横方向に３個、縦方向に３個連設する。複数の放射線遮蔽壁構築用型枠１を
縦方向と横方向に連設する際、上下位置決め用爪部材９、１０と左右位置決め用爪部材１
１、１２が正確に位置決めする。連設する放射線遮蔽壁構築用型枠１の内、一番上に位置
するものには上位置決め用爪部材９を配置せず、一番下に位置するものには下位置決め用
爪部材１０を配置しない。また、左端に位置するものには左位置決め爪部材１１を配置せ
ず、右端に位置するものには右位置決め爪部材１２を配置しない。このようにすることに
より連設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠１の上下、左右に位置決め爪部材を突出させ
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ない。
【００２４】
　放射線遮蔽壁構築用型枠１の連設個数は構築される放射線遮蔽壁の大きさにより変化す
る。縦方向、横方向に連設した放射線遮蔽壁構築用型枠１の上下フランジ部５、６に形成
した縦鉄筋用孔１３に螺旋鉄筋からなる縦鉄筋１３を挿入し、縦鉄筋１３の両端部をナッ
ト２１で螺着し固定する。
【００２５】
　図７に示すように、連設する放射線遮蔽壁構築用型枠１の内、一番上に位置する上フラ
ンジ部５に形成した縦鉄筋用孔１３の周囲と、一番下には位置する下フランジ部６に形成
した縦鉄筋用孔１３の周囲にナット２１を収容し、縦鉄筋１３の上端部及び下端部が上フ
ランジ部５及び下フランジ部６の表面から突出しないようにする凹部を形成する。
【００２６】
　図６に示すよう、連設する放射線遮蔽壁構築用型枠１の内、左端に位置する左側壁部３
５に形成した横鉄筋用孔１４の周囲と、右端には位置する右側壁部４に形成した横鉄筋用
孔１４の周囲にナット２１を収容し、横鉄筋１４の端部が左側壁部３及び右側壁部４の表
面から突出しないようにする凹部を形成する。このようにすることにより連設した複数の
放射線遮蔽壁構築用型枠１の上下、左右表面から突出する部材を無くすことが可能となる
。
【００２７】
　図８は、連設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠１に幅鉄筋１８、縦鉄筋１９及び横鉄
筋２０は配置しナット２１で固定した状態を示す水平切断面を示す図である。この状態で
は、連設された複数の放射線遮蔽壁構築用型枠１は固定されているので、大きさ、重量等
から運搬可能ならば、図８に示す状態まで工場で組み立て、放射線遮蔽壁構築現場まで搬
送し、構築位置に嵌め込むことで作業効率を上げることができる。コンクリートを打設し
、コンクリートと幅鉄筋１８、縦鉄筋１９及び横鉄筋２０は配置した複数の放射線遮蔽壁
構築用型枠１とを一体化した後、壁面となる連設された放射線遮蔽壁構築用型枠１の平板
部２上に繊維シートを張り付ける。繊維シートを張り付けることで放射線遮蔽壁の美観を
向上させ、強度も向上させることが可能となる。
【００２８】
　以上のように、本発明の放射線遮蔽壁構築用型枠とそれを用いた放射線遮蔽壁構築方法
によれば、構造が簡単で組み立て作業が容易で、耐震性能が高く、確実に放射線遮蔽が可
能な放射線遮蔽壁を構築することが可能となる。
【符号の説明】
【００２９】
　１：放射線遮蔽壁構築用型枠、２：平板部、３：左側壁部、４：右側壁部、５：上フラ
ンジ部、６：下フランジ部、７：左垂直部、８：右垂直部、９：上位置決め用爪部材、１
０：下位置決め用爪部材、１１：左位置決め爪部材、１２：右位置決め爪部材、１３：縦
鉄筋用孔、１４：横鉄筋用孔、１５：幅鉄筋用孔、１６：放射線遮蔽材、１７：断熱材、
１８：幅鉄筋、１９：縦鉄筋、２０：横鉄筋、２１：ナット、
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月14日(2014.4.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及び横方向に複数連設し、一定間隔をおいて向い合せに縦方向及び横方向に複数
連設して放射線遮蔽壁を構築する空間を形成する放射線遮蔽壁構築用型枠において、矩形
の平板部の両側端に前記平板部に対して直角に伸びる側壁部を形成した水平切断面がコ字
形の型枠本体と、前記型枠本体の上下に内側に水平に伸びるように形成される上下フラン
ジ部と、前記上下フランジ部間に形成される垂直部と、前記上下フランジ部の前端から垂
直に上下又はいずれか一方に伸びる複数の上下位置決め用爪部材と、前記垂直部の側端か
ら水平に左右またはいずれか一方に伸びる複数の左右位置決め用爪部材と、前記平板部の
内側面に配置される放射線遮蔽材と、前記放射線遮蔽材の上に配置される断熱材と、を備
え、前記上下フランジ部に縦鉄筋を挿通する縦鉄筋用孔を複数形成し、前記側壁部に横鉄
筋を挿通する横鉄筋用孔を複数形成し、前記垂直部に幅方向の鉄筋を挿通する幅鉄筋用孔
を複数形成することを特徴とする放射線遮蔽壁構築用型枠。
【請求項２】
　縦方向に連設される複数の放射線遮蔽壁構築用型枠の一番下と一番上に位置する縦鉄筋
用孔の周囲及び横方向に連設される複数の放射線遮蔽壁構築用型枠の右端と左端に位置す
る横鉄筋用孔の周囲にナットを収容する凹部を形成することを特徴とする請求項１に記載
の放射線遮蔽壁構築用型枠。
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【請求項３】
　一方の側に請求項１又は２に記載の放射線遮蔽壁構築用型枠を縦方向及び横方向に複数
連設し、一定間隔をおいて他方の側に向かい合わせて請求項１又は２に記載の放射線遮蔽
壁構築用型枠を縦方向及び横方向に複数連設して放射線遮蔽壁構築用空間を形成し、幅鉄
筋用孔、縦鉄筋用孔および横鉄筋用孔に幅鉄筋、縦鉄筋および横幅鉄筋を挿通し、各鉄筋
を螺旋筋とし各鉄筋の両端にナットを螺着して連設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠を
固定し、放射線遮蔽壁構築用空間にコンクリートを打設して固化させて、連設した複数の
放射線遮蔽壁構築用型枠とコンクリートを一体化することを特徴とする放射線遮蔽壁構築
工法。
【請求項４】
　連設した放射線遮蔽壁構築用型枠の平板部の外側に繊維シートを張り付けることを特徴
とする請求項３に記載の放射線遮蔽壁構築工法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の放射線遮蔽壁構築用型枠は、前記課題を解決するために、縦方向及び横方向に
複数連設し、一定間隔をおいて向い合せに縦方向及び横方向に複数連設して放射線遮蔽壁
を構築する空間を形成する放射線遮蔽壁構築用型枠において、矩形の平板部の両側端に前
記平板部に対して直角に伸びる側壁部を形成した水平切断面がコ字形の型枠本体と、前記
型枠本体の上下に内側に水平に伸びるように形成される上下フランジ部と、前記上下フラ
ンジ部間に形成される垂直部と、前記上下フランジ部の前端から垂直に上下又はいずれか
一方に伸びる複数の上下位置決め用爪部材と、前記垂直部の側端から水平に左右またはい
ずれか一方に伸びる複数の左右位置決め用爪部材と、前記平板部の内側面に配置される放
射線遮蔽材と、前記放射線遮蔽材の上に配置される断熱材と、を備え、前記上下フランジ
部に縦鉄筋を挿通する縦鉄筋用孔を複数形成し、前記側壁部に横鉄筋を挿通する横鉄筋用
孔を複数形成し、前記垂直部に幅方向の鉄筋を挿通する幅鉄筋用孔を複数形成することを
特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
また、本発明の放射線遮蔽壁構築用型枠は、縦方向に連設される複数の放射線遮蔽壁構築
用型枠の一番下と一番上に位置する縦鉄筋用孔の周囲及び横方向に連設される複数の放射
線遮蔽壁構築用型枠の右端と左端に位置する横鉄筋用孔の周囲にナットを収容する凹部を
形成することを特徴とする。
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【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
また、本発明の放射線遮蔽壁構築工法は、一方の側に請求項１又は２に記載の放射線遮蔽
壁構築用型枠を縦方向及び横方向に複数連設し、一定間隔をおいて他方の側に向かい合わ
せて請求項１又は２に記載の放射線遮蔽壁構築用型枠を縦方向及び横方向に複数連設して
放射線遮蔽壁構築用空間を形成し、幅鉄筋用孔、縦鉄筋用孔および横鉄筋用孔に幅鉄筋、
縦鉄筋および横幅鉄筋を挿通し、各鉄筋を螺旋筋とし各鉄筋の両端にナットを螺着して連
設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠を固定し、放射線遮蔽壁構築用空間にコンクリート
を打設して固化させて、連設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠とコンクリートを一体化
することを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　縦方向及び横方向に複数連設し、一定間隔をおいて向い合せに縦方向及び横方向に複数
連設して放射線遮蔽壁を構築する空間を形成する放射線遮蔽壁構築用型枠において、矩形
の平板部の両側端に前記平板部に対して直角に伸びる側壁部を形成した水平切断面がコ字
形の型枠本体と、前記型枠本体の上下に内側に水平に伸びるように形成される上下フラン
ジ部と、前記上下フランジ部間に形成される垂直部と、前記上下フランジ部の前端から垂
直に上下又はいずれか一方に伸びる複数の上下位置決め用爪部材と、前記垂直部の側端か
ら水平に左右またはいずれか一方に伸びる複数の左右位置決め用爪部材と、前記平板部の
内側面に配置される放射線遮蔽材と、前記放射線遮蔽材の上に配置される断熱材と、を備
え、前記上下フランジ部に縦鉄筋を挿通する縦鉄筋用孔を複数形成し、前記側壁部に横鉄
筋を挿通する横鉄筋用孔を複数形成し、前記垂直部に幅方向の鉄筋を挿通する幅鉄筋用孔
を複数形成することで、組立て作業が容易で、コンクリートと一体化して放射線遮蔽性能
の高い放射線遮蔽壁を構築することが可能となり、連設された複数の放射線型枠を固定す
ることができ、コンクリート一体化して耐震性能の高い放射線遮蔽壁を構築することが可
能となり、放射線遮蔽壁構築用型枠内にコンクリートを打設する際、放射線遮蔽材の破損
を防止し、構築された放射線遮蔽壁表面の温度差による結露を防止することが可能となる
。
　縦方向に連設される複数の放射線遮蔽壁構築用型枠の一番下と一番上に位置する縦鉄筋
用孔の周囲及び横方向に連設される複数の放射線遮蔽壁構築用型枠の右端と左端に位置す
る横鉄筋用孔の周囲にナットを収容する凹部を形成することで、連設する際放射線遮蔽壁
構築用型枠の上下、左右の表面に突出物が存在しないようにすることが可能となる。
　一方の側に請求項１又は２に記載の放射線遮蔽壁構築用型枠を縦方向及び横方向に複数
連設し、一定間隔をおいて他方の側に向かい合わせて請求項１又は２に記載の放射線遮蔽
壁構築用型枠を縦方向及び横方向に複数連設して放射線遮蔽壁構築用空間を形成し、幅鉄
筋用孔、縦鉄筋用孔および横鉄筋用孔に幅鉄筋、縦鉄筋および横幅鉄筋を挿通し、各鉄筋
を螺旋筋とし各鉄筋の両端にナットを螺着して連設した複数の放射線遮蔽壁構築用型枠を
固定し、放射線遮蔽壁構築用空間にコンクリートを打設して固化させて、連設した複数の
放射線遮蔽壁構築用型枠とコンクリートを一体化することで、連設した複数の放射線遮蔽
壁構築用型枠を固定し、打設したコンクリートと一体化し、放射線遮蔽性能及び耐震性能
の高い放射線遮蔽壁を短い作業時間で構築することが可能となる。
　連設した放射線遮蔽壁構築用型枠の平板部の外側表面に繊維シートを張り付けることで
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、放射線遮蔽壁表面の美観を向上させると共に放射線遮蔽壁の強度を向上させることが可
能となる。
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